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ふじさわサイクルプラン（藤沢市自転車活用推進計画）（素案）に関する 
パブリックコメント等の実施結果について 

 

本市は、平成２６年３月に「藤沢市交通マスタープラン」の自転車に関する部門別計画

として、「ふじさわサイクルプラン」を策定しました。 

策定から概ね１０年が経過するなか、現状の課題を踏まえつつ、現在見直し作業を進め

ている「藤沢市交通マスタープラン」に即した自転車施策を展開するとともに、自転車活

用推進法の理念に基づき、自転車の活用を促進することを目的として、ふじさわサイクル

プランの改定作業を進めています。 

このたび、同計画の素案をとりまとめ、素案に関するパブリックコメントや市民説明会

の実施などを行い、様々な意見をいただきました。 

いただいた貴重な意見などについては、本計画に一部反映するとともに、パブリックコ

メント等の実施結果として公表します。 

公表にあたっては、皆様方からいただきました意見を要約、類型化し、本市の考え方を

付して公表を行います。また、個別での回答は行っていませんので、ご了承ください。 

 

１．パブリックコメントについて 

（１） 募集期間 

2023 年（令和 5 年）12 月 7 日～2024 年（令和 6 年）1 月 5 日まで 

 

（２） 意見等を提出できる方 

「市内在住・在勤・在学の方」、「市内に事業所等を有する方」及び「その他利害関係者」。 

 

（３） 意見等の募集方法 

 次の①、②の方法にて、資料を閲覧し、郵送・FAX または持参にて提出するか、市のホ

ームページの「パブリックコメント」から電子提出。 

① 都市計画課、市役所総合案内、市政情報コーナー、各市民センター及び公民館。 

② 藤沢市のホームページ。 

 

２．その他 

① 市民説明会 

  第１回目 遠藤市民センター 2023 年(令和 5 年)12 月 12 日（火）19:00～ 

  第２回目 市役所本庁舎  2023 年(令和 5 年)12 月 16 日（土）10:00～ 

  第３回目 湘南台市民センター 2023 年(令和 5 年)12 月 21 日（木）19:00～ 

② 第２３回ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会  

2023 年(令和 5 年)11 月 22 日（水） 

 

  

（案） 資料２ 

ふじさわサイクルプラン推進連絡協議会 



2 

 

パブリックコメント等の実施結果 

○ パブリックコメント                   ５ 件（ 2 人） 

○ その他                         １０件 

                            合計    １５件 

 

◆意見分類 

「意見分類」の説明 件数 構成割合 

1 計画全体に関する意見 １件 6.7% 

２「第１章 はじめに」に対する意見   

３「第２章 自転車利用の特性」に対する意見   

４「第３章 自転車に関する現状」に対する意見   

５「第４章 現状と課題」に対する意見   

６「第５章 基本計画」に対する意見   

７「第６章 中短期で取り組む施策」に対する意見 10 件 66.6％ 

８「第７章 進行管理と定期的な見直し」に対する意見   

９ その他の意見 4 件 26.7％ 

合  計 15 件 100％ 

 

◆反映状況 

「反映状況」の説明 件数 構成割合 

① ご意見の趣旨を踏まえ、計画に反映しました。 ２件 13.3％ 

② すでに計画に位置付けてあります。 ３件 20.0％ 

③ 今後の取組の参考にします。 ８件 53.4％ 

④ 計画への反映は困難です。 ２件 13.3％ 

⑤ その他   

合  計 １５件 100％ 
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「ふじさわサイクルプラン（素案）」に対する意見要旨と藤沢市の考え方 

 

１．計画全体に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１ 

そ
の
他 

カタカナ語が多い事に関し常々

不満を感じる。計画に記載の表記

にも使い方の理解が難しいものが

ある。 ① 

専門的な用語などを記載した「用語の解説」（参考資

料編）の充実を図るとともに、記載された用語か判別

が出来るように、「用語の解説」に記載の用語の右肩に

「＊」を追加します。 
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７．「中短期で取り組む施策」に対する意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

２ 

パ
ブ
コ
メ 

交通ルールの遵守を徹底して欲

しい。 

①  

 

① 

交通ルールの遵守及びマナーの向上は、自転車の

利用を促進するうえで重要な視点であると捉えて

おります。素案では、引き続き基本方針の１つとし

て位置付けるとともに、取組の強化を図っておりま

すが、意見を踏まえ新たに３つの取組を本計画に追

加します。 

 

 

(1)様々な乗り物の利用者に向けた通行ルールの周知 

資料３（Ｐ６１）「基本方針１ 自転車の利用環境が

整うまちづくり」では、「安全で快適な自転車通行空間

の整備」を進めることとしておりますが、電動キック

ボードをはじめとする新たな乗り物の普及により、交

通ルールが複雑化していることから、様々な乗り物の

利用者に向けて、自転車通行空間等の交通ルールを周

知する取組を次のとおり本計画に追加します 

 

電動キックボードをはじめとする新たな乗り物の

普及により交通ルールが複雑化していることから、自

転車利用者のみならず、道路を通行する様々な乗り物

の利用者に対し、自転車通行空間等の通行ルールの周

知を図ります。 

 

 

(2)シェアサイクル利用者に向けた交通安全啓発 

本市は、シェアサイクルの実証実験事業を実施して

おり、利用者の増加が見られることから、シェアサイ

クルの安全な利用を促す取組を次のとおり本計画に

追加します。 

 

修正前 

シェアサイクルの活用に向け、現在実施中の「湘南

地域シェアサイクル広域周遊観光実証実験事業」につ

いて、利用状況の把握などの検証を進めます。 

↓ 

修正後 

シェアサイクルの活用に向け、現在実施中の「湘南

地域シェアサイクル広域周遊観光実証実験事業」にお

いて、事業者と連携し、利用状況の分析や、安全な利

用を促す取組を進めます。 

 

 

                 次頁に続く 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

２ 

パ
ブ
コ
メ 

 

① 

(3)学生や成人層への交通安全啓発活動の充実 

 

様々な機会を捉え、学生や成人層に交通ルールの遵

守等を促すため、学校や職場において交通安全啓発活

動の中心となるリーダーを選任するなど、市民との協

働による新たな取組の検討を次のとおり本計画に追

加します。 

 

学生及び成人層への交通安全啓発活動を推進す

るため、学校や職場において啓発活動の中心となる

リーダーを選任するなど、市民との協働による新た

な取組を検討します。 

 

３ 

パ
ブ
コ
メ 

鉄道駅周辺の自転車通行空間整

備 について、藤沢駅では南北の自

転車導線が鉄道で分断されてしま

っていて不便である。往来すると

きは東側の国道 467 号でアンダー

パスするか、西側の一本松踏切を

横断している。駅前の地下道は狭

く押し歩きが必要なことと、北口

側の出入り口が不便なのとで、あ

まり利用していない。現状では東

西に大きく迂回する必要があるの

で、駅近くで南北に縦断できる便

利な通路が欲しい。地下道からさ

いか屋側へ出られるスロープがあ

れば積極的に使用するかもしれな

い。 

 

④ 

駅前交通広場周辺の歩道は、「自転車通行可」の指定

がないため、自転車は押し歩きが基本となるほか、地

下通路を利用する際も押し歩きで通行していただい

ております。なお、地下通路から北口地上部への自転

車の通行は、東側の階段にスロープを設け確保してい

ることから、西側へのスロープの設置については、現

時点での計画はございません。 

４ 

パ
ブ
コ
メ 

既存の駐輪場の利便性を高める

方策について、駐輪施設の精算の

自動化に合わせて、近隣の駐輪場

の空き状況が分かるような表示が

欲しい。特に南口第 2 自転車駐輪

場は便利な分、常に満車で困って

いる。 

③ 

藤沢市自転車等駐車場の指定管理者として管理運

営を行っている公益財団法人藤沢市まちづくり協会

では、利用者の利便性を高めるための自主事業とし

て、市営自転車等駐車場の一時利用について、混雑情

報をホームページで提供しています。いただいたご意

見は今後の取組の参考とさせていただきます。 

５ 

そ
の
他 

津波からの避難など、過去の震

災時にも自転車がかなり有効に使

われたと思っているが、防災と自

転車を組み合わせるというような

ことができないか。藤沢の場合は

それ程坂が無いので走りやすいの

ではないかと思う。 

④ 

災害時における自転車利用については、災害時の職

員参集手段として想定するほか、藤沢市地域防災計画

においては、情報伝達手段として活用することとして

おります。一方で、藤沢市津波避難計画においては、

家屋倒壊・落下物等による道路閉塞、徒歩避難の妨げ

となる懸念があることから、市民等の円滑な避難の手

段とするには、これらの懸念の解消が必要と考えてお

ります。 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

６ 

そ
の
他 

ナショナルサイクルルートの活

用について、特に夏前後から鵠沼

地区の様々な場所で自転車利用者

が走っています。もうひとつ何か

うまく、藤沢市が自転車で走って

ほしい道路などをガイドすると自

転車利用者はそちらを走ると思い

ますが、何か具体的な考え方はあ

るのか。あまり細い道路を走られ

ると危ないので、何かうまく走る

経路をまとめられないか。 

② 

「サイクルツーリズムの推進」では、太平洋岸自転車

道と連携した、地域の魅力を感じられるサイクルルー

トの情報発信等の取組を位置づけています。この取組

では、サイクリストに向け、目的地への経路等の情報

発信を進めてまいります。 

７ 

そ
の
他 

藤沢市でも電動キックボードの

シェアサービスが既に始まってい

ると伺ったが、現状であるとか、何

か見えてきている課題などを、計

画に反映できるものがあれば対応

が必要であると思う。 

に 

 

② 

 

電動キックボードは、自転車と通行空間を共有する

乗り物であることから、「社会状況の変化に伴う交通

ルール等の周知及び啓発」の取組では、自転車利用者

に向けた注意喚起を進めることとしております。ま

た、交通ルールが複雑化していることから、様々な乗

り物の利用者に向けた交通ルールの周知も、あわせて

進めてまいります。 

８ 

そ
の
他 

藤沢駅周辺の、通勤・通学、買い

物時の駐輪場の不足について、通

勤・通学については概ね満足でき

ていると感じる。それに対し、駅で

買い物をしたいときに南側には何

処にも駐輪できる場所がない。建

物の建設時に、自転車の駐輪スペ

ースを設置するよう、市から指導

が必要だと思う 

② 

「新たな駐輪スペースの確保」に記載の様に、本市で

は、条例に規定する整備基準に基づき、建築する建物

の規模などに応じて駐輪施設の設置を求めています。 

９ 
そ
の
他 

南口の、パーキングメータを取

り除いたスペースへの駐輪場の設

置を早急にお願いしたい。また、ま

た通勤通学以外で利用できるよう

に、朝の使用開始時間を９時から

とか９時半からの開始にすること

ができないか。 

②  

③ 

 

藤沢駅南口の路上パーキングメータ撤去後の公共空

間の活用につきましては、車道への通行空間の整備、

歩道上への駐輪場の設置に向け、関係各所への説明や

協議を進めてまいりましたが、景観や歩行空間の確保

の観点から、歩道上へ駐輪場の整備を取りやめること

としたものです。なお、地方公共団体として「自転車

の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的

推進に関する法律」に基づき、通勤、通学や買物など、

様々な自転車利用者に向けた駐輪場の設置に努めて

まいります。 

１0 

そ
の
他 

自転車に乗っていて一番危ない

と思うのは、２、３人乗りの子乗せ

電動自転車だと思う。電動である

ため出足が早く、スピードが速い。

警察と一緒に、SNSなどで２、３人

乗りの際は十分に注意するよう、

事故を起こすと大変だ！とのキャ

ンペーンを実施して欲しいと思

う。自転車事故の悲惨さをもう少

し、PRして頂きたい。 

③ 

基本方針２の「自転車を安全に利用できるまちづく

り」のなかで、幼稚園や保育園を対象とした交通安全

啓発活動の推進を位置付けています。その中で、幼児

２人同乗用自転車の利用に関しても啓発活動を進め

てまいります。 
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No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１1 

そ
の
他 

ナショナルルートについての提

案として、自転車利用者が休憩や

自転車の簡単な修理ができる憩い

の場が有れば、より自転車利用者

が集まると思う。大規模な物でな

くても良いので、自転車利用者が

集える憩いのスペースの設置を検

討してほしい。富士山と、江の島の

見える、日本でも有数の自転車パ

ーキングになると思う。 

③ 

「サイクルツーリズムの推進」では、ナショナルサイ

クルルートの利用環境の充実を位置付けています。自

転車利用者の利便性の向上に向け、関係機関等と連携

し、今後の取組について検討を進めてまいります。 

 

９．その他の意見 

No. 

種
別 意見要旨 反映状況 意見に対する藤沢市の考え方 

１2 

パ
ブ
コ
メ 

自転車が走行可能となる標識が

ある歩道では、走行スペースの確

保のため、植栽帯等を管理し、歩道

にはみ出さないようにして欲し

い。また、歩道と車道の境目に雑草

が繁茂している箇所があり危険で

ある。 

③ 

安全で快適な自転車通行空間を確保するため、植栽

帯等の適切な維持管理に努めてまいります。 

１3 

パ
ブ
コ
メ 

今後の高齢者の増加を見越し、

歩道の車道へ向かっての傾斜の不

均一の統一化を植栽帯等の幅の削

減と同時に進めて欲しい。 

③  

③ 

歩道では、雨水を排水する目的のほか、車両の乗り

入れ部分などに勾配が生じています。植栽帯等の適切

な管理とともに、誰もが安全に通行できる歩行空間の

確保に努めてまいります。 

１4 

そ
の
他 

今回の計画のテーマから外れる

かもしれないが、新庁舎に国道か

ら直接入ることのできる駐輪場が

出来たが公用の自転車専用で、高

齢者も障がい者も使用出来ないの

で、改善をお願いしたい。 

④  

③ 

来庁者用駐輪場は、本庁舎北側および分庁舎東側に

設けており、国道からお越しになる方には、エレベー

ターのご利用を案内しております。本庁舎地下は公用

車及び公用自転車専用の業務用駐車・駐輪場として、

来庁者用とは分けて管理しております。いただいたご

意見は今後の参考とさせていただきます。 

１5 

そ
の
他 

藤沢市は国道沿いの道路と、砂

浜側の道路がナショナルサイクル

ルートとして指定されている。砂

浜側の道路は、風による砂の吹き

溜まりが多く、砂の掃除が実施さ

れている時はとても快適である

が、砂が多い時は、危険な道路とな

る。特に、ロードバイクのような、

細いタイヤの自転車には危険で転

倒も起こり得る。 

対策は、風よけの効果的な設置

と、毎日の清掃作業になると思い

ます。安全の確保できるような方

策の検討をお願いしたい。 

③ 

ナショナルサイクルルートに指定された砂浜側の

道路は神奈川県の管理となりますが、本市のサイクル

ツーリズムの推進に向け、県と情報共有を図り、通行

環境の確保に努めてまいります。 

 


